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まずはお電話ください
099-203-0160

受付時間
10：00～12:00 / 13：00～15：00

（土・日・祝日は休み）
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境界問題相談センターかごしま
鹿児島県土地家屋調査士会 鹿児島県弁護士会

〒892-0828 鹿児島市金生町4番10号
アーバンスクエア鹿児島ビル4階

TEL: 099-203-0160　FAX: 099-203-0688
http://www.kagoshima-chosashi.com

境界問題相談センターかごしま
鹿児島県土地家屋調査士会 鹿児島県弁護士会
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こんな時は
ご相談ください

境界問題相談センターかごしまは、「裁判外紛争解
決手続の利用の促進に関する法律」（ADR法）における
法務大臣の認証を受けた民間紛争解決手続機関です。

境界についてのトラブルや疑問を土地家屋調査士と弁護
士がじっくりお聴きし、裁判手続きを利用しないで、事者
間の話し合いによる解決方法を提案します。

●境界問題相談センターかごしまは、平成18年5月に鹿
児島県土地家屋調査士会が設立しました。

●「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
（ADR法）における法務大臣の認証を平成30年12月
に取得しました。

手続きはすべて非公開で行われ、相談者のプライバシーや内
容の秘密は固く守られます。



調停成立
合意内容について、和解
契約書を作成します。

一定の条件のもとで、成立した
和解に基づいた強制執行手続
が可能になりました。

解決

相談から解決までの流れ

認定土地家屋調査士相談 有料

認定土地家屋調査士（※1）が解決に向けた情報提供
と、今後の方向性を相談にのります。
※金額は各事務所で異なります。

相談
土地家屋調査士と弁
護士が解決に向けた
相談を受けます。

調停
調停員（弁護士と土地
家屋調査士）が話し合
いによる自主的な解
決のお手伝いをしま
す。（※2）

他の解決方法へ
●筆界特定制度
●裁判
●民事調停　など受付時間

10：00～12:00 / 13：00～15：00
（土・日・祝日は休み）

まずはお電話ください
099-203-0160

お問い合わせ・受付

※1　認定土地家屋調査士は、法務大臣が民間紛争解決手続き代理関係
業務を行うのに必要な能力を有すると認定した土地家屋調査士です。
※2　調査・測量・鑑定費用が別途必要な場合があります。

●相談................................. 22,000円
●調停　初回 ..................... 33,000円
　　　　以降　各自.......... 11,000円
●成立費用.......................110,000円

筆界特定後の杭打ち調停については、成立
費用は不要です。

費用概要
（税込）
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